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社援発第（〕20 7007号   

平成19 年 2 月 7 日  

各 都道府県知事  殿  
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消費生活協同組合の政治的中立の確保について   

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」という。）の  

政治的中立の確保については、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号。  

以下「法」という。）第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために  

利用してはならない」と規定しているところであるが、今般の第16回統一地方選  

単に際し、組合が法の趣旨を十分尊重し、政治的中立の観点から批判を招くことの  

ないよう、ご指導方よろしくご配意を願いたい。   

なお、法第2条第2項の規定の趣旨等については「消費生活協同組合の運営指導  

上の留意事項について」（昭和62年6月30日社生第77号厚生省社会局生活課  

長通知）において、また、組合を特定の政党のために利用することとなる事例につ  

いては「消費生活協同組合の政治的中立の確保について」（平成11年3月5日社  

接地第8号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）においてそれぞれ示していると  

おりであるので、これらの内容も併せて貴管内の組合に対し、周知を図られたい。   

以上、、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定によ   

る技術的助言として通知する。  
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（参 考）  

「消責生活協同組合の運営指導上の留意事項について」（抄）  

（昭和62年6月30日社生第77号）  

（各都道府県消草生活協同組合主管部（居）長あて厚生省社会局生活課長通知）  

5 政治的中立の原則  

（略）  

組合は、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的と  

する組織であって政治的団体ではない。組合が政治問題に組織として深く  

かかわることは、多様な考えをもつ組合員に混乱と分裂をもたらすばかり   

でなく、組合に対する誤解や偏見を生み、組合の活動の幅を狭め、消費者   

の組合への参加を阻害し、ひいては組合の本来の目的達成を困難にするな   

ど、組合の健全な運営と発展にとって障害となるおそれが強い。  

「組合はこれを特定の政党のために利用してはならない」とされている（法  

第2条第2項）のは、このような趣旨に基づき組合の政党からの独立を規   

定したものである。  

以上のようなことから、組合は政治問題には慎重であるべきであり、と   

りわけ選挙の際に理事会、総（代）会等組合の機関で特定の政党又は候補者  

の支援を決定したり、組合の機関紙により特定の政党又は候補者を推薦す  

るなど組織として特定の政党又は候補者を支援してはならないこと。  
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「消費生活協同組合の政治的中立の確保について」（抄）  

（平成11年3月5日社援地第8号）  

（各都道府県消費生活協同組合主管部（局）長あて厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）  

○選挙に際し組合を特定の政党のために利用すると考えられる事例について  

組合が選挙に際し、組織として行う次のような行為  

（1）理事会、総（代）会等の組合の機関において、特定の政党又は候補者   

の支援を決定すること。  

（2）機関誌、チラシその他組合が発行する印刷物によって、特定の政党又   

は候補者の推薦等を行うこと。  

（3）店舗等組合が管理する施設において、特定の政党又は候補者のポスタ   

ー等を掲示すること。  

（4）特定の政党又は候補者の選挙運動のために、組合が管理する施設、車   

両、備品等を提供すること。  

（5）特定の政党又は候補者を直接支援することを目的とする組織に、組合  

として参画すること。  
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㊨  社援発第0207008号  

平成19 年 2 月 7 日  

各 厚生労働大臣認可  

消費生活協同組合（連合会）理事長  殿  
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厚生労働省社会・援護局  

消費生活協同組合の政治的中立の確保について  

消費生活協同組合及び消費生括協同組合連合会（以下「組合」という。）の  

政治的中立の確保については、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号。  

以下「法」という。）第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために  

利用してはならない」と規定していることであり、その遵守についてはかねてより  

ご配意願っているところである。   

ついては、今般の第16回統一地方選挙に際し、法の趣旨を十分尊重し、政治的  

中立の観点から批判を招くことのないよう、特段のご留意を願いたい。   

なお、法第2条第2項の規定の趣旨等については「消費生活協同組合の運営指導  

上の留意事項について」（昭和62年6月30日社生第77号厚生省社会局生活課  

長通知）において、．また、組合を特定の政党のために利用することとなる事例につ  

いては「消費生活協同組合の政治的中立の確保について」（平成11年3月5日社  

援地第8号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）においてそれぞれ示していると  

おりであるので、これら通知の内容も併せてご留意を願いたい。  
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㊨  
社援発第0207009号   

平成19 年 2 月 7 日  

各 地方厚生局長  殿  

厚生労働省社会・援護局長  

（公 印 省 略）  

消費生活協同組合の政治的中立の確保について   

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」という。）の  

政治的中立の確保については、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号。  

以下「法」という。）第2条第2項において「組合は、これを特定の政党のために  

利用してはならない」と規定しているところであるが、今般の第16回統一地方選  

挙に際し、組合が法の趣旨を十分尊重し、政治的中立の観点から批判を招くことの  

ないよう、ご指導方よろしくご配意を願いたい。   

なお、法第2条第2項の規定の趣旨等については「消費生活協同組合の運営指導  

上の留意事項について」（昭和62年6月30日社生第77号厚生省社会局生活課  

長通知二）において、また、組合を特定の政党のために利用することとなる事例につ  

いては「消費生活協同組合の政治的中立の確保について」（平成11年3月5日社  

接地第8号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知）においてそれぞれ示していると  

おりであるので、これらの内容も併せて貴職が管轄する組合に対し、周知を図られ   

たい。  
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杜接地発第0206001号  
平成19 年 2 月 6 日  

各都道府県  

消費生活協同組合主管部（局）長 殿  

1＿l「ごこ「 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長リt〕：  
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消費生活協同組合の運営指導について   

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」という。）は、消費生活  

協同組合陰に基づく特別の法人として、その社会的責務は非常に大きく、信頼と責任あ  

る健全な経営が求められています。   

その一方で、依然として、一部の組合ではありますが、組合員の個人情報の紛失、共  

済掛金の着服等の不祥事が発生しています。   

貴職におかれましても、このような不祥事の発生を未然に防止する観点から、改めて、  

組合の内部牽制体制が構築されているか等を確認の上、管内の組合に対する必要な指導  

の徹底を図られるようお願いします。   

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4に規定す  

る技術的助言に当たるものであることを申し添えます。  
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